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Ⅰ最低賃金 全国平均902円に  
 47都道府県の2020年度の最低賃金額が出そろいました。40県が1～3
円を引き上げ、北海道や東京都、広島県などは据え置くこととなりま
した。全国の加重平均の時給は現在より1円増えて902円になります。 
◆2020年度最低賃金決定の概要 
最低賃金は企業が従業員に支払わなければならない最低限の時給で、
年1回、厚生労働省の審議会が示す目安をもとに各都道府県で議論し、
実際の引き上げ額を決めます。今年度は最低賃金の都市部との格差を
縮めるために都市部を除く県（東北・北陸・四国・九州）での引き上げ

が目立ちました。これに対し、都市部である東京都、大阪府、京都府
では据え置きが目立つ結果となりました。最高額では東京都の1013円
となったものの、最下位は792円（秋田県・鳥取県）となり、最高額と

最下位額の間で昨年度より2円の差が縮まることとなりました。厚生労
働省は、例年各都道府県を経済情勢などに応じてAからDの4ランクに分
け、それぞれの引き上げ額の目安を示していましたが、今回はコロナ
禍による景気低迷を受け、リーマン・ショック後の2009年度以来11年
ぶりに目安の提示は行いませんでした。地方の多くが引き上げたもの
の、賃上げのペース自体は大きく落ちることになります。新しい最低
賃金額は10月初旬までに各地で適用されます。 
 

ⅡGビズIDによる電子申請の開始  
「G ビズ ID」とは、1 つのアカウントで複数の行政サービスにアク

セスできる認証システムです。無料で取得できるアカウントで、電子

証明書がなくても各種社会保険等の電子申請が可能になります。 
◆申請可能な届出 
G ビズ ID を利用して申請ができる社会保険の手続きには、資格取得届
被扶養者（異動）届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更
届、賞与支払届、国民年金第 3 号被保険者関係届があります。また各
種補助金の申請などもこのアカウントで可能となっており、今後も利
用できる行政サービスは広がっていく予定です。 
◆申請方法等 
この G ビズ ID には「プライム」、「メンバー」、「エントリー」の 3
つのアカウントがあります。「エントリー」は書類審査が不要でオン
ラインから即日発行できるアカウントのことです。アカウント作成に
必要なものはメールアドレスとパソコンなどの操作端末のみ、作成方
法は G ビズ ID のサイトの「gBizID エントリー作成」から可能です。
次に、「プライム」ですが、「プライム」の ID を保有する社長などの

代表者が社員を「メンバー」として登録します。「プライム」は書類審
査が必要な上、ログインも二要素認証となっており、セキュリティ面
でも安心なアカウントだといえます。法人代表者もしくは個人事業主

以外は作成することができません。アカウント作成に必要なものは、
スマートフォンもしくは携帯電話、法人の場合は印鑑証明書と代表社
印、個人事業主の場合は印鑑登録証明書と個人の実印です。印鑑証明

書・印鑑登録証明書については、発行から 3 ヶ月以内の原本が必要で
す。「gBizID エントリー作成」から必要事項を入力し、完了したら申
請書をダウンロードして印刷します。必要事項を記入し、郵送となり
ます。書類審査には 2 週間ほどかかりますので、余裕を持った申請が
必要となります。 
 

連載コラムNo.1  

「社会保険料ってどうやって決まるの？」 
 毎月お給料から必ず納めている健康保険、介護保険、厚生年金の社
会保険料、この金額はどのように決まっているのでしょうか？今回
はこの社会保険料の金額がどのように決まっているのかについてご
紹介したいと思います。 
◆社会保険料が決まる仕組み 
社会保険料額の決定には4、5、6月の給与がキーとなることをご存
じでしょうか？社会保険料額の納付額は企業側で計算する必要はな
く、日本年金機構などの保険者が計算をして納付額を通知してくれ
ます。しかし、この計算をするためには手続きが必要で、毎年4、5
6月の給与額を記載した「算定基礎届」の提出が必要となります。
これをもとに従業員ごとの「等級」が決まり、等級ごとに「標準報
酬月額」が定められます。そして、その年の9月分から翌年8月分の
社会保険料額は、この「標準報酬月額」に保険料率をかけた形で計
算されます。厚生年金保険料率は全国どこでも同じですが、健康保
険料・介護保険料は都道府県で料率が異なります。毎年の「算定基
礎届」で1年間の社会保険料額は決定しますが、これ以外でも、社
会保険料額が決定・見直しがされることがあります。入社時や定年
退職時、給与体系や給与形態の変更等による大幅な給与の変動、産
前産後休業者・育児休業者が職場復帰後に給与の低下があった時な

どがこれにあたります。 


